
第10回 定時株主総会

■日時
　平成26年6月15日（日曜日）午前10時
　（受付開始は午前9時30分を予定しております。）

■場所
　東京都千代田区神田美土代町7番地
　住友不動産神田ビル
　ベルサール神田　2階ホール
　（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

■決議事項
　第1号議案　剰余金処分の件
　第2号議案　取締役6名選任の件
　第3号議案　監査役3名選任の件
　第4号議案　補欠監査役1名選任の件
　第5号議案　取締役に対する業績連動報酬に関する件

株式会社マネーパートナーズグループ

（証券コード 8732）

招集ご通知
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　当社グループは、「Don’t Stop!」 を社是とし、企業理念として掲げている「カスタマーファースト」、「イ

ノベーション」、「バリューアップ」、「コンプライアンス」の四つの基本コンセプトの実現に向けた取り組み

を継続的に実行し、かつ「とめない、とまらない」ことを会社経営の基本方針としております。

　当社グループは、「投資家の保護育成と顧客第一主義に努め、外国為替証拠金取引市場の健全な発展に寄与

する」ことをビジネスミッションとして定めており、外国為替証拠金取引をコアビジネスと位置づけ事業を

拡大する方針であります。

当社が目指すもの

DON’T STOP!
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　平素は格別のご支援を賜り、厚くお礼申しあげます。

　当事業年度（平成25年4月1日〜平成26年3月31日）は、前
事業年度上期に外国為替相場の低迷等から赤字決算を余儀なく
された反省を踏まえ、収益力強化とコスト削減を大きなテーマ
として取り組んでまいりました。
　まず、前事業年度に実施した基幹系システム刷新の効果を活
かし、お客様からいただく取引から得られるカバー収益の収益
性を向上させるための継続的な改善を実施いたしました。
　また、外国為替相場の低迷から受ける影響を軽減するため顧
客基盤を強化することを目的に、小口向けFXサービス「nano」
の大幅なてこ入れ、取引の利便性向上のためのツールである

「クイック発注ボード」ほかタブレット、スマートフォンの機
能拡充に取り組んでまいりました。
　前事業年度の末に大口金融法人とのホワイトラベル取引が終
了しご心配をおかけしましたが、これらの結果、前事業年度比
約3.6倍の連結経常利益11億円を計上することができました。
　外貨の空港受け取りサービスも引き続きご好評をいただいて
おり、今後より一層一般のお客様に外国為替の魅力や利用にあ
たっての利便性をご提供できるよう取り組み続けてまいりたい
と考えております。
　本年夏から数年来準備を進めてまいりましたManepa Card

（マネパカード）のサービスが始まる予定です。
　これは海外旅行などでのカードでのお支払いを、より便利に、
よりお得にご利用いただける多通貨型（マルチカレンシー）の
将来性のある決済サービスです。
　中長期的取り組みの中で、高収益ではあるものの外国為替の
市況に左右されますFX関連サービスに加え、安定的にご利用
の見込める本サービスを推進していくことで収益基盤を安定さ
せるのみならず、FXにとどまらず外国為替ならマネーパート
ナーズと多くの皆様にご認知いただける経営を目指してまいり
ます。

　引き続き当社の今後の発展にご期待くださいますようお願い
申しあげます。

株主の皆様へ

株式会社
マネーパートナーズグループ

代表取締役社長

奥　山　泰　全
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財務ハイライト・事業データ

営業収益

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000
8,981

（単位：百万円）

第8期
平成24年
3月期

第7期
平成23年
3月期

5,885

第9期
平成25年
3月期

7,671

5,257

第10期
平成26年
3月期

当期純利益

0

200

400

600

800

515

（単位：百万円）

第8期第7期

95

第9期

337

663

第10期

経常利益

0

300

600

900

1,200

990

（単位：百万円）

第8期第7期

312

第9期

527

1,115

第10期

顧客口座数

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

161,785

（単位：口座）

第8期第7期

213,850

第9期

189,570

235,807

第10期

外国為替取引高

0

5,000

10,000

15,000

20,000

9,885

（単位：億通貨単位）

第8期第7期

14,153

第9期

9,285

16,168

第10期

顧客預り証拠金

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

32,152

（単位：百万円）

第8期第7期

39,321

第9期

39,034
44,348

第10期

総資産

0

10,000

20,000

40,000

60,000

30,000

50,000

70,000

44,462

（単位：百万円）

第8期第7期

54,944

第9期

51,906

61,858

第10期

1株当たり当期純利益

0

5

10

15

20

16.77

（単位：円）

第8期第7期

3.18

第9期

11.21

21.99

第10期

純資産

0

3,000

6,000

9,000

12,000

9,489

（単位：百万円）

第8期第7期

9,733

第9期

9,701
10,291

第10期
※平成25年10月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行
っております。第7期の期首に当該株式分割が行われたものと仮定し
て、1株当たり当期純利益を算定しております。

（注）顧客口座数、顧客預り証拠金・・・各期末時点の口座数、預り証拠金残高
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証券コード　8732
平成26年５月30日

株 主 各 位
東 京 都 港 区 六 本 木 一 丁 目 ６ 番 １ 号
株式会社マネーパートナーズグループ
代表取締役社長 奥 山 　 泰 全

第10回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第10回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいま

すようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますの

で、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、同封の議決権行使書用紙に議
案に対する賛否をご表示いただき、平成26年６月13日（金曜日）の当社営業終了時間
（午後５時30分）までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

また、議決権行使書の各議案についての賛否を記載する欄に記載がない場合は、賛成
の意思表示があったものとして取り扱わせていただきます。

敬　具

－ 4 －

株主各位
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記

１．日 時 平成26年６月15日（日曜日）午前10時（午前９時30分受付）
２．場 所 東京都千代田区神田美土代町７番地

住友不動産神田ビル ベルサール神田　２階ホール
（詳細は、末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第10期（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）事業報告、連結計

算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第10期（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役６名選任の件
第３号議案
第４号議案

監査役３名選任の件
補欠監査役１名選任の件

第５号議案 取締役に対する業績連動報酬に関する件
以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお
願い申しあげます。また、資源節約のため、この「招集ご通知」をご持参くださいますようお願い申
しあげます。なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場
合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttp://www.moneypartners-group.co.
jp/ ）に掲載させていただきます。また、定時株主総会終了後、簡単な会社説明会を兼ねた株主懇親
会を予定しております。

－ 5 －

株主各位
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株 主 総 会 参 考 書 類

第１号議案　剰余金処分の件
剰余金処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
第10期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案いたしまして次

のとおりといたしたいと存じます。
⑴　配当財産の種類

　金銭といたします。
⑵　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき4円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は120,880,800円となります。
また、当社は平成25年10月１日を効力発生日として普通株式１株につき100株の割合をも
って株式分割を実施しており、分割を考慮した場合の当期の１株当たり年間配当額は、７円
となります。

⑶　剰余金の配当が効力を生ずる日
　平成26年６月16日といたしたいと存じます。

－ 6 －

剰余金処分の件
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第２号議案　取締役６名選任の件
取締役全員５名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、コーポレート・

ガバナンス体制の強化のため取締役１名を増員することとし、取締役６名の選任をお願いするもので
あります。

取締役候補者は、次のとおりであります。
なお、取締役候補者６名のうち、新任の取締役候補者１名は、社外取締役候補者であります。
候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

１ 奥 山 　 泰 全
(昭和46年８月13日生)

平成 ６ 年 ４ 月 澤公認会計士事務所入所

440,900株

平成11年11月 株式会社シムビジネスコンサルティング監査役
平成13年 ４ 月 イ･システム株式会社(現日本プライベート証券

株式会社)取締役
平成14年 ４ 月 トレイダーズ証券株式会社執行役員
平成15年 ４ 月 同社取締役
平成15年 ４ 月 トレイダーズ投資顧問株式会社取締役
平成16年 ６ 月 トレイダーズフィナンシャルシステムズ株式会社

(現SBIトレードウィンテック株式会社)取締役
平成18年 ７ 月 当社顧問
平成18年 ８ 月 当社執行役員
平成18年 ８ 月 当社代表取締役社長(現任)
平成18年 ９ 月 株式会社マネーパートナーズソリューションズ取締

役(現任)
平成20年 ５ 月 マネーパートナーズ分割準備株式会社(現株式会社

マネーパートナーズ)代表取締役社長
平成25年 ７ 月 株式会社マネーパートナーズ代表取締役社長兼ディ

ーリング本部長(現任)

２ 福 島 　 秀 治
(昭和29年６月22日生)

昭和53年 ４ 月 東京短資株式会社入社

390,400株

昭和53年12月 トウキョウフォレックス株式会社出向
平成10年 ３ 月 アルママターファンド投資顧問株式会社出向
平成12年 ３ 月 東短デリバティブズ株式会社出向企画管理部長
平成13年 ３ 月 トレイダーズ証券株式会社出向取締役
平成14年 ６ 月 イ･システム株式会社(現日本プライベート証券

株式会社)執行役員
平成15年 ４ 月 トレイダーズ証券株式会社取締役
平成17年 ６ 月 同社常務取締役
平成18年 ７ 月 当社顧問
平成18年 ８ 月 当社執行役員
平成18年 ８ 月 当社常務取締役
平成18年 ９ 月 株式会社マネーパートナーズソリューションズ取締

役(現任)
平成20年 ３ 月 当社専務取締役
平成20年 ５ 月 マネーパートナーズ分割準備株式会社(現株式会社

マネーパートナーズ)専務取締役
平成25年 ６ 月 株式会社マネーパートナーズ取締役（現任）
平成25年 ６ 月 当社取締役(現任)

－ 7 －

取締役６名選任の件
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

３ 佐 藤 　 直 広
(昭和34年11月14日生)

昭和60年 ４ 月 カシイ住宅設備株式会社入社

258,200株

平成 ３ 年10月 北辰商品株式会社入社経営企画部長
平成17年 ６ 月 当社取締役
平成17年 ６ 月 当社取締役退任
平成17年 ７ 月 当社執行役員マーケティング部ゼネラルマネー

ジャー
平成17年 ９ 月 当社執行役員経営企画室長
平成17年11月 当社取締役経営企画室長
平成20年 ３ 月 当社常務取締役経営企画室長
平成20年 ４ 月 当社常務取締役
平成20年 ５ 月 マネーパートナーズ分割準備株式会社(現株式会

社マネーパートナーズ)常務取締役
平成23年 ６ 月 株式会社マネーパートナーズ常務取締役内部管

理統括責任者
平成23年 ６ 月 当社常務取締役法務コンプライアンス部長
平成25年 ６ 月 株式会社マネーパートナーズ取締役内部管理統

括責任者（現任）
平成25年 ６ 月 当社取締役法務コンプライアンス部長（現任）

４ 白 水 　 克 紀
(昭和36年６月19日生)

昭和59年 ４ 月 日本ディジタル・イクイップメント株式会社入社

72,000株

平成 ４ 年 ４ 月 日本リースオート株式会社入社
平成 ６ 年 ６ 月 日本リース情報システム株式会社転籍
平成10年 ４ 月 GEフリートサービス株式会社入社
平成12年 ２ 月 日本GMACコマーシャル・モーゲージ株式会社

入社
平成18年 ２ 月 当社入社IT統括部長
平成18年 ２ 月 当社執行役員IT統括部長
平成18年 ９ 月 株式会社マネーパートナーズソリューションズ

取締役(現任)
平成18年11月 当社執行役員CIO兼IT統括部長
平成20年 ３ 月 当社取締役CIO兼IT統括部長
平成20年 ４ 月 当社取締役CIO
平成20年 ５ 月 マネーパートナーズ分割準備株式会社(現株式会

社マネーパートナーズ)取締役
平成20年10月 当社取締役CIO兼IT管理部長(現任)
平成20年10月 株式会社マネーパートナーズ取締役CIO
平成23年 ６ 月 株式会社マネーパートナーズ取締役CIO兼COO
平成25年 ６ 月 株式会社マネーパートナーズ取締役
平成25年 ７ 月 株式会社マネーパートナーズ取締役海外金融法

人営業部長(現任)

－ 8 －

取締役６名選任の件
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

５ 中 西 　 典 彦
(昭和41年11月19日生)

平成 元 年 ４ 月 株式会社三和銀行入行

18,400株

平成 ８ 年 ６ 月 株式会社マツダスピード入社
平成11年 ３ 月 日本インフォメーション・エンジニアリング株式

会社(現株式会社JIEC)入社
平成12年 ４ 月 ネストウェブ株式会社入社
平成12年11月 株式会社ニューラルネット入社
平成14年 ５ 月 株式会社プラット・コミュニケーション・コンポ

ーネンツ入社
平成15年12月 ぷらっとホーム株式会社転籍
平成18年 ５ 月 当社入社管理部長
平成18年 ５ 月 当社執行役員管理部長
平成18年 ９ 月 株式会社マネーパートナーズソリューションズ

監査役(現任)
平成18年11月 当社執行役員CFO兼財務部長
平成19年 ８ 月 当社執行役員CFO
平成20年 ３ 月 当社取締役CFO
平成20年 ４ 月 当社取締役CFO兼経営企画部長
平成20年 ５ 月 マネーパートナーズ分割準備株式会社(現株式会

社マネーパートナーズ)取締役
平成20年10月 当社取締役CFO(現任)
平成20年10月 株式会社マネーパートナーズ取締役CFO
平成24年 ７ 月 株式会社マネーパートナーズ取締役CFO兼管理

部長
平成25年 ６ 月 株式会社マネーパートナーズ取締役管理部長(現

任)

６ 畠 山 　 久 志
(昭和26年２月21日生)

昭和51年 ４ 月 大蔵省(現財務省)入省

0株

平成 ５ 年 ７ 月 関東財務局総務課長
平成 ６ 年 ７ 月 千葉財務事務所長
平成 ７ 年 ７ 月 財政金融研究所研修部長
平成 ９ 年 ７ 月 住宅金融公庫出向参事役
平成11年 ７ 月 福岡財務支局理財部長
平成13年 ７ 月 東北財務局理財部長
平成14年 ７ 月 公営企業金融公庫出向経理部長
平成16年 ７ 月 九州財務局総務部長
平成17年 ７ 月 中国財務局総務部長
平成18年 ６ 月 ぐんま信用金庫入庫常務理事
平成19年 ４ 月 日本証券業協会入会審議役
平成21年 ３ 月 金融先物取引業協会入会事務局長
平成22年 ４ 月 日本証券業協会復職審議役
平成23年 ７ 月 同協会特別参与・大阪地区協会担当
平成24年 ４ 月 中部学院大学経営学部教授(現任)
平成25年 ４ 月 同大学経営学部経営学科長(現任)

－ 9 －

取締役６名選任の件
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（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．畠山久志氏は、社外取締役候補者であります。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員

の要件を満たしており、本議案が承認された場合には独立役員として同取引所に届け出る予定であり
ます。

３．畠山久志氏は、当社グループの主な事業である金融商品取引業を監督する財務省や金融商品取引業に
関する自主規制機関である日本証券業協会及び金融先物取引業協会における経歴を通じて金融商品取
引業について豊富な経験と専門的な知識を有しており、コンプライアンスをはじめ経営全般に関する
幅広いアドバイスが期待されることから社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと
判断し、選任をお願いするものであります。

４．本議案が承認された場合には、当社は畠山久志氏との間で会社法第423条第１項の損害賠償責任につ
いて、法令の定める額を限度とする責任限定契約を締結する予定であります。

－ 10 －

取締役６名選任の件



2014/05/22 16:18:27 / 13981190_株式会社マネーパートナーズグループ_招集通知（Ｃ）

第３号議案　監査役３名選任の件
監査役全員３名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役３名の選

任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

１ 安 齋 　 一 雄
(昭和28年３月24日生)

昭和52年 ４ 月 古河電気工業株式会社入社

0株

昭和55年 ９ 月 三菱自動車工業株式会社入社
昭和59年 ５ 月 ヒロセ電機株式会社入社
昭和61年 ３ 月 日興証券株式会社（現SMBC日興証券株式会社）入

社
平成 元 年 ６ 月 偕成証券株式会社（現内藤証券株式会社）出向ロ

ンドン駐在員事務所長
平成 ２ 年 ４ 月 同社ロンドン現地法人取締役副社長
平成 ６ 年 ８ 月 HSBCジェームズ・ケーベル証券会社（現HSBC

証券会社）東京支店受渡業務統括部長
平成10年 ７ 月 バークレイズ投信株式会社（現バークレイズ投信投

資顧問株式会社）マーケティング部長兼営業部長
平成12年 ４ 月 同社代表取締役社長
平成13年 ４ 月 プルデンシャル投信株式会社（現プルデンシャ

ル･インベストメント･マネジメント･ジャパン株
式会社）バイス・プレジデント、投資営業部長

平成15年 ６ 月 トロント･ドミニオン証券会社ディレクター、ク
レジットストラクチャリング・グループ営業部長
兼商品企画部長

平成17年 ３ 月 トレードウェブ・ヨーロッパ証券会社東京支店デ
ィレクター兼コンプライアンスオフィサー

平成17年11月 イクシス・アセット・マネジメント株式会社（現
ナティクシス・アセット・マネジメント株式会
社）ディレクター

平成18年 ２ 月 同社代表取締役
平成19年 ７ 月 アセット証券株式会社（現いちご地所株式会社）

営業第一部長
平成21年 ２ 月 CMSジャパン株式会社（現アルパリジャパン株

式会社）チーフ・コンプライアンス・オフィサー
平成23年 ４ 月 アルパリジャパン株式会社代表取締役社長兼ＣＥＯ
平成24年 ７ 月 ウエスタン株式会社ディレクター
平成25年 ６ 月 Leverate Technological Trading Limited 日

本担当　リージョナル・セールス・マネジャー

－ 11 －

監査役３名選任の件
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

２ 鈴 木 　 隆
(昭和37年９月15日生)

昭和63年 ４ 月 弁護士登録（第二東京弁護士会）アンダーソン・
毛利・ラビノウィッツ法律事務所（現アンダーソ
ン・毛利・友常法律事務所）入所

31,400株
平成 ８ 年 １ 月 鈴木隆法律事務所開設
平成11年 ６ 月 濱田・松本法律事務所（現森・濱田松本法律事務

所）パートナー
平成15年 ９ 月 京総合法律事務所パートナー（現任）
平成18年10月 当社監査役（現任）
平成20年 ５ 月 マネーパートナーズ分割準備株式会社(現株式会

社マネーパートナーズ)監査役(現任)

３ 澤 　 昭 人
(昭和38年10月18日生)

平成 元 年10月 太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入
所

54,000株

平成 ５ 年 ８ 月 公認会計士開業
平成11年11月 株式会社シムビジネスコンサルティング代表取

締役就任（現任）
平成14年12月 税理士開業
平成18年10月 当社監査役（現任）
平成20年 ５ 月 マネーパートナーズ分割準備株式会社(現株式会

社マネーパートナーズ)監査役（現任）
（注）１．各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

２．安齋一雄氏、鈴木隆氏及び澤昭人氏は、社外監査役候補者であります。なお、当社は鈴木隆氏及び澤
昭人氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、
新任監査役候補者である安齋一雄氏も同取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、本議
案が承認された場合、独立役員として届け出る予定であります。

３．安齋一雄氏は、アルパリジャパン株式会社をはじめ金融商品取引業を営む企業での会社経営や業務に
関する経験を豊富に有しており、経営全般に関する監督と有効なアドバイスが期待されることから社
外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。

４．鈴木隆氏は、法律の専門家であり、弁護士としての職業倫理、専門能力による高い監査機能と法律面
での高度なアドバイスが期待されることから社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと
判断し、選任をお願いするものであります。なお、同氏の当社監査役の在任期間は本総会の終了の時
をもって７年８ヶ月であります。

５．澤昭人氏は、会計の専門家であり、公認会計士としての職業倫理、専門能力による高い監査機能と財
務・会計における高度なアドバイスが期待されることから社外監査役としての職務を適切に遂行いた
だけるものと判断し、選任をお願いするものであります。なお、同氏の当社監査役の在任期間は本総
会の終了の時をもって７年８ヶ月であります。

６．鈴木隆氏及び澤昭人氏は、当社との間で会社法第423条第１項の損害賠償責任について、法令の定め
る額を限度とする責任限定契約を締結しております。本議案が承認された場合には、当社は両氏との
契約を継続する予定であり、安齋一雄氏との間においても同様の契約を締結する予定であります。

－ 12 －

監査役３名選任の件
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第４号議案　補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項の規定に基づき、

あらかじめ補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。
　また、本決議の効力は当該決議後最初に開催される定時株主総会開催の時までといたします。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

阿 部 　 海 輔
(昭和49年５月15日生)

平成13年 ９月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所

0株

平成19年 ２月 阿部海輔公認会計士事務所設立
平成19年 ２月 監査法人ハイビスカス代表社員（現任）
平成19年 ２月 当社アドバイザリー
平成19年 ３月 ティー・ティーコーポレーション株式会社監査役
平成19年12月 株式会社ディア・ライフ監査役（現任）
平成20年 ４月 株式会社ティ・エイチ・アイ監査役
平成21年 ６月 明治通り税理士法人代表社員（現任）

（注）候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。

－ 13 －

補欠監査役１名選任の件
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第５号議案　取締役に対する業績連動報酬に関する件
当社の取締役の報酬額は、平成20年３月18日開催の第３回定時株主総会において、「固定報酬を

年額350百万円以内」とご決議いただいております。これに加え、取締役の業績向上へのインセンテ
ィブを高め、会社業績の一層の向上を目指すため、固定報酬とは別に業績連動報酬の導入を同時にご
承認いただいております。

業績連動報酬の具体的な内容につきましては、インセンティブとしての有効性を最大限確保するた
め、事業年度毎に株主総会に諮ることといたしており、第11期事業年度におきましては、下記の内容
にて業績連動報酬を実施させていただきたいと存じます。

なお、第２号議案が原案どおり承認されますと、取締役の員数は６名（うち社外取締役は１名）と
なります。したがって、下記⑷により本議案における対象取締役の員数は５名となります。

【本総会にお諮りする業績連動報酬の内容】
⑴　対象期間

第11期事業年度（平成26年４月１日より平成27年３月31日）を対象期間とする。
⑵　支給総額の算定方法

当社グループの連結経常利益Ａから10億円を控除した金額を計算の基礎とし、これに3.0％を
乗じた額を業績連動報酬の支給総額とする。ただし、百万円未満は切り捨てる。

なお、その総額は150百万円を超えないものとする。
業績連動報酬支給総額＝(Ａ－10億円）×3.0％

⑶　支給の条件
①　連結経常利益が10億円以上かつ連結営業利益、連結当期純利益のいずれも利益を計上してい

るときに支給する。
②　中間配当、期末配当ともに実施しないときには支給しない。

⑷　各取締役への配分方法
支給総額の支給対象となる各取締役への配分については、取締役会に一任する。ただし、社外

取締役には支給しない。
以　上

－ 14 －

取締役に対する業績連動報酬に関する件



2014/05/22 16:18:27 / 13981190_株式会社マネーパートナーズグループ_招集通知（Ｃ）

（提供書面）
事　 業　 報　 告

( 平成
平成

25
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年
年

４
３

月
月

１
31

日
日

から
まで )

１．企業集団の現況
⑴　当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
当連結会計年度における我が国経済は、輸出環境の改善や経済政策、金融政策の効果などを背

景に緩やかな回復基調で推移しました。企業部門においては、生産が緩やかに増加しており、企
業収益も大企業を中心に改善しています。一方、家計部門においては、雇用情勢は改善しており、
実質雇用者所得も底堅く推移し、更に期末近辺では消費税率引上げに伴う駆け込み需要もあって
個人消費は増加しています。先行きについては、当初は消費税引上げに伴う駆け込み需要の反動
が見込まれるものの、景気の回復基調が続くことが期待される一方、海外景気の下振れが、引き
続き我が国の景気を下押しするリスクとなっています。

外国為替市場においては、米ドル／円相場は、期首は１ドル＝94円台前半で取引が始まり、４
月の日銀金融政策決定会合での追加緩和策の発表や米国量的金融緩和の縮小期待等を背景にドル
高円安基調で相場が推移し、５月下旬には103円台後半の高値をつけました。ところが、５月23
日の株式市場の急落をきっかけにリスク回避の動きが強まると、一転して円が買われ、６月中旬
には93円台後半の安値をつけました。その後、量的金融緩和縮小の時期を巡る思惑が交錯する
中、相場の方向感が不透明になったことから、高値を７月の101円台半ば、安値を８月の95円台
後半とする持ち合い相場となりました。11月に入ると、堅調な米国各種経済指標を背景にドル高
円安基調での相場推移となり、12月にはＦＯＭＣにおいて量的金融緩和の縮小が決定されると約
５年ぶりの高値となる105円台前半をつけて年末を迎えました。ところが、アルゼンチンペソの
急落に端を発する新興国不安が台頭するとリスク回避の円買い等により２月の月初に100円台後
半をつけると、その後、日米株価の動向やウクライナ情勢を背景とするリスク回避の動きへの思
惑等が交錯する中、102円を挟んでの狭いレンジでの相場推移となり、103円台前半で期末を迎
えました。また、米ドル／円以外の主要な取扱い通貨である欧州・オセアニア通貨については、
概ねユーロは円に対して強く、豪ドルは円に対して弱い動きとなったものの、米ドル／円も含め
た相場全体の変動率は４月から６月にかけて高い水準を示した後、７月以降は概ね右肩下がりに
低下して期末を迎えました。

－ 15 －

当事業年度の事業の状況
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このような状況の中、当社グループは、外国為替証拠金取引サービスにおいて、スマートフォ
ンからの取引が急速に増加しつつあることに対応し、顧客利便性の向上のためスマートフォン対
応取引ツールである「HyperSpeed Touch」の機能改善を実施いたしました。また、初心者、
ライトユーザー向け商品である「パートナーズＦＸ nano」について、パソコンからの取引ツー
ル「クイック発注ボード」及びスマートフォン対応取引ツール「HyperSpeed Touch nano」の
新規提供や取引数量制限の緩和等大幅な商品性の改善を実施いたしました。更に、当社グループ
のユニークなサービスである「外貨両替・受取サービス」について、受取拠点として従来の成田
国際空港、関西国際空港に加え、新たに羽田空港及び中部国際空港（セントレア）を追加すると
ともに、新たなサービスとして、マルチカレンシー（多通貨）機能を備えたプリペイドカードで
ある「Manepa Card」（マネパ カード）を国内ＦＸ専業業者としては初めてMasterCard®のカ
ード発行ライセンスを取得した上で平成26年７月を目途に発行開始することを決定するなど、同
業他社とのサービスの差別化を図ってまいりました。

これらの結果、当連結会計年度の外国為替取引高は１兆6,168億通貨単位（前期比14.2％増）
となりました。また、当連結会計年度末の顧客口座数は235,807口座（前期末比21,957口座増）、
顧客預り証拠金は44,348百万円（同12.8％増）、有価証券による預り資産額は3,493百万円（同
23.2％増）となりました。

また、当連結会計年度の営業収益は、外国為替取引高の大幅な増加の一方、相対的に取引高当
たり収益率の低い米ドル／円の取引高割合が大幅に増加したこと等の要因により取引高当たり収
益率が低下した結果5,257百万円（前期比10.7％減）となりました。一方、営業利益は、大口金
融法人顧客に対する外国為替証拠金取引システムのホワイトラベル提供が前連結会計年度末に終
了したことに伴い取引関係費が大幅に減少したこと等により1,098百万円（同239.3％増）とな
り、経常利益は1,115百万円（同257.3％増）、当期純利益は663百万円（同593.4％増）とな
りました。

なお、当連結会計年度において、「パートナーズＦＸnano」の商品性リニューアル等に伴うソ
フトウエア及びネットワーク関連ハードウエアの更新に伴う器具備品等の除却を実施し、26百万
円の固定資産除却損を計上しております。

②　設備投資の状況
当連結会計年度において、外国為替取引システムの機能追加等のため、66百万円（ソフトウエ

ア、器具備品への投資であり、消費税等は含まれておりません。）の投資を行いました。

③　資金調達の状況
特記すべき事項はありません。

－ 16 －

当事業年度の事業の状況
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⑵　直前３事業年度の財産及び損益の状況
①　企業集団の財産及び損益の状況

区 分
第 ７ 期

(平成23年３月期)
第 ８ 期

(平成24年３月期)
第 ９ 期

(平成25年３月期)

第 10 期
(当連結会計年度)
(平成26年３月期)

営 業 収 益(百万円) 8,981 7,671 5,885 5,257
経 常 利 益(百万円) 990 527 312 1,115
当 期 純 利 益(百万円) 515 337 95 663
１株当たり当期純利益 (円) 16.77 11.21 3.18 21.99
総 資 産(百万円) 44,462 51,906 54,944 61,858
純 資 産(百万円) 9,489 9,701 9,733 10,291
１株当たり純資産額 (円) 312.54 321.74 322.69 340.31

（注）１．１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式数により算出しております。
２．１株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式数により算出しております。
３．当社は、平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っておりますが、第

７期の期首に当該株式分割が行われたものと仮定して、１株当たり当期純利益及び１株当たり純
資産額を算出しております。

②　当社の財産及び損益の状況

区 分
第 ７ 期

(平成23年３月期)
第 ８ 期

(平成24年３月期)
第 ９ 期

(平成25年３月期)

第 10 期
(当事業年度)

(平成26年３月期)
営 業 収 益(百万円) 769 528 550 630
経 常 利 益 又 は
経 常 損 失 ( △ )(百万円) 191 △19 43 161

当 期 純 利 益(百万円) 211 71 31 153
１株当たり当期純利益 (円) 6.89 2.36 1.05 5.09
総 資 産(百万円) 4,191 4,215 4,117 4,411
純 資 産(百万円) 4,107 4,052 4,020 4,068
１株当たり純資産額 (円) 134.01 134.36 133.19 134.40

（注）１．１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式数により算出しております。
２．１株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式数により算出しております。
３．当社は、平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っておりますが、第

７期の期首に当該株式分割が行われたものと仮定して、１株当たり当期純利益及び１株当たり純
資産額を算出しております。

－ 17 －

直前３事業年度の財産及び損益の状況
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⑶　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況

該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

株式会社マネーパートナーズ 3,100百万円 100％

1．金融商品取引法に基づく外国為替証拠金
取引、有価証券関連業務及びこれに付随
する一切の業務

2．外国通貨の売買、売買の媒介、取次ぎも
しくは代理、その他これに付随する業務

3．金融商品取引業及びこれに付随する業務
4．商品先物取引業

株式会社マネーパートナーズ
ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ 30百万円 100％

1．外国為替証拠金取引をはじめとする金融
商品取引に関するコンピュータシステム
の設計、開発、販売、賃貸及び保守

2．外国為替証拠金取引をはじめとする金融
商品取引に関するマーケティング、企
画、調査、研究及びコンサルティング

－ 18 －

重要な親会社及び子会社の状況
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⑷　対処すべき課題
当社グループは、外国為替証拠金取引の専門企業集団としての強みを活かすことにより、外国

為替証拠金取引市場における競争優位性を確保すること及び次への成長に向け新たな収益基盤の
拡充を図ることを事業展開の重要目標と位置づけ、経営に取り組んでおります。このような認識
の上に立ち、当社グループといたしましては、以下の課題に取り組んでまいる方針であります。

①　ブランドロイヤリティの確立、強化について
当社グループは、競争が激化する外国為替証拠金取引市場において競争優位性を確保するた

めには、顧客に提供する商品、サービスにおいて優位性を確保することのみならず、顧客から
の信頼感、安心感をブランドとして浸透させることが重要であると認識しております。

このため、当社グループでは、直接的なブランディング施策のほか、外国為替証拠金取引に
係るコストの低減化や商品ラインナップの拡大、取引端末のマルチチャネル化とモバイルへの
対応の強化、コールセンター業務のクオリティアップ等、顧客の視点に立った商品、サービス
の提供に努める一方、レバレッジ規制により裾野が広がりつつある潜在顧客層に向けてはデリ
バティブ取引である外国為替証拠金取引だけでなく外貨両替等の外国為替の実需に対応するサ
ービスの提供の拡大を図るとともに、外国為替取引システムの安定稼働のための諸施策の実施
に努めた上で、これらの取り組みを適時適切な手段で情報発信することにより、ブランドロイ
ヤリティの確立、強化を図ってまいります。

②　外国為替取引システムの安定稼働について
当社グループにおいては、外国為替証拠金取引のほぼ100％がオンラインシステムにより提

供されており、外国為替取引システムの安定稼働は、重要な課題の一つであると認識しており
ます。

このため、増加する取引量に対応して、適切なキャパシティプランニングに基づいた外国為
替取引システムの継続的な改良、増強を実施し処理能力の増強を図るほか、災害や大規模なシ
ステム障害等の有事に備える等、事業継続計画の確立に努めてまいります。

③　顧客基盤の拡充について
当社グループは、これまでコアターゲットであったデイトレーダー等のアクティブ投資家層

へのマーケティング活動に加え、ビギナー層に対するサービス展開を強化してまいりましたが、
引き続きビギナー層へのマーケティング強化を進め、顧客基盤の更なる拡充、安定化を図りた
いと考えております。

－ 19 －

対処すべき課題
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具体策として、これまでに、外国為替証拠金取引未経験層へのアプローチを目的として取引
単位を100通貨単位と小口化した商品である「パートナーズＦＸnano」の提供やＦＸ取引ツー
ルの改良、簡素化による操作性の向上を行ったほか、急速に普及の進んでいるスマートフォン
に対応した取引ツールである「HyperSpeed Touch」やタブレット及びパソコンにおいて一
画面の中で１クリックでの取引が可能なツールとして「クイック発注ボード」の新規リリース
を行ってまいりました。

また、インターネットを利用したリアルタイムセミナーの定期的開催や勉強会等、ビギナー
層のレベルアップのための施策を実施してまいりました。今後も引き続きＦＸ取引システムの
操作性の向上や顧客の投資運用教育及び啓蒙活動強化のため、これらの施策を推進してまいり
ます。

そのほか、新たな顧客層の更なる取り込み及び顧客預り資産の一層の増加を図るため、外国
為替証拠金取引のための預り資産として有価証券を代用する代用有価証券取扱サービスについ
て周辺サービスとなる証券取引サービス自体の充実に取り組んでまいるほか、平成23年３月に
提供を開始した成田国際空港において外貨紙幣を受け取れるサービスを国内主要国際空港へ順
次拠点拡充するなど、個人もしくは法人の外国為替の実需に対応したサービスの提供に取り組
んでまいります。

④　新商品の開発と収益の多様化について
当社グループは、外国為替証拠金取引の専門企業集団として、これまで外国為替証拠金取引

における営業施策に注力してまいりましたため、収益の大部分を外国為替証拠金取引に係る売
買収益に依存しております。今後、環境の変化や顧客ニーズの変化に対しても安定的に収益を
計上できるよう、また、今後の成長を図る上でも、取扱商品やサービスを多様化することによ
り収益基盤を拡充することは、当社グループの重要な課題の一つであると認識しております。

このため、これまで外国為替証拠金取引で蓄積したＥＣＮ（注１）のノウハウを基礎に、外
国為替証拠金取引以外のＯＴＣ（注２）の商品化、事業化に取り組んでまいるほか、マルチカ
レンシー（多通貨）機能を備えたプリペイドカードによるサービスをはじめとしてデリバティ
ブ取引以外の外国為替関連サービスの事業化についても検討してまいります。

（注）１．ＥＣＮは、「Electronic Communications Network」の略であり、「電子市場取引」のこと
であります。

２．ＯＴＣは、「Over The Counter」の略であり、「店頭相対取引」又はその対象のことでありま
す。

－ 20 －

対処すべき課題
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⑤　コンプライアンス態勢の確立について
当社グループの扱う外国為替証拠金取引は、ハイリスク・ハイリターン型の金融商品であり、

金融商品取引法や金融商品販売法により、顧客の適合性を厳格に審査し、十分な商品説明やリ
スク説明を行うことや不招請勧誘及び断定的判断の提供の禁止等が義務付けられております。
また、金融商品取引業の内容について宣伝広告を掲載する場合には、表示等について厳しく規
制されております。

当社グループでは、コンプライアンスを重要な課題の一つであると認識し、「コンプライア
ンス基本方針」及び「コンプライアンス・ガイドライン」を制定して金融商品取引法、その他
関連法令に準拠したコンプライアンス態勢の強化を図っております。今後においても、コンプ
ライアンス・プログラムに基づき、役職員に対する「コンプライアンス・ガイドライン」の周
知徹底、教育、啓蒙活動をはじめとする施策を実施し、コンプライアンス態勢の確立を図って
まいります。

－ 21 －

対処すべき課題
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⑸　主要な事業内容（平成26年３月31日現在）
当社グループの主な事業は、インターネットを介して個人顧客もしくは金融商品取引業者等に

対して外国為替証拠金取引をはじめとする投資、金融サービスを提供する「投資、金融サービス
業」であります。

⑹　主要な営業所（平成26年３月31日現在）

当 社 本社：東京都港区

株 式 会 社 マ ネ ー パ ー ト ナ ー ズ 本社：東京都港区

株式会社マネーパートナーズソリューションズ 本社：東京都港区

⑺　使用人の状況（平成26年３月31日現在）
①　企業集団の使用人の状況
使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

101名 ６名減

（注）使用人数は就業員数であり、使用人兼務役員は含んでおらず、臨時雇用者（パートタイマー、派遣社
員、アルバイトを含む。）については、期中平均人数が全体の10％以下であり、その重要性が低い
ため、記載を省略しております。

②　当社の使用人の状況
使 用 人 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

14名 ３名減 42.1歳 5.2年

（注）１．使用人数は就業員数であります。
２．使用人数が前事業年度末に比べ３名減少しておりますのは、連結子会社への異動等によるもので

あります。

－ 22 －
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２．会社の現況
⑴　株式の状況（平成26年３月31日現在）

①　発行可能株式総数 108,000,000株
（注）平成25年10月１日付にて実施した株式分割（１株を100株に分割）に伴い、発行可能株式総数は

106,920,000株増加しております。

②　発行済株式の総数 32,223,000株
（注）１．株式分割（１株を100株に分割）の実施により発行済株式の総数は31,888,890株増加してお

ります。
２．ストックオプションの行使により、発行済株式総数は12,630株増加しております。

③　株主数 5,455名

④　大株主（上位10名）
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 大 和 証 券 グ ル ー プ 本 社 6,029,100株 19.95％

楽 天 証 券 株 式 会 社 3,282,000 10.86
ス テ ー ト 　 ス ト リ ー ト 　 バ ン ク 　 ア ン ド
トラスト　カンパニー　505224
常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部

2,980,800 9.86

シ ン プ レ ク ス 株 式 会 社 1,800,000 5.96

ジ ャ フ コ Ｖ ２ 共 有 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 734,400 2.43

鈴 木 章 久 668,000 2.21

北 辰 不 動 産 株 式 会 社 627,000 2.07

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 462,700 1.53

奥 山 泰 全 440,900 1.46

福 島 秀 治 390,400 1.29

（注）１．当社は、自己株式2,002,300株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

⑤　その他株式に関する重要な事項
平成25年５月15日開催の取締役会決議に基づき、平成25年10月１日付で、当社定款の一部を変更し、

株式分割及び単元株式数を100株とする単元株制度の採用を実施しております。

－ 23 －

株式の状況
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⑵　新株予約権等の状況
当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況（平成26年３月
31日現在）

発 行 決 議 日 平成17年10月３日 平成18年２月13日
新 株 予 約 権 の 数 10個 21個
新株予約権の目的となる株式
の種類と数（注３、４、５）

普通株式　　　　　　　30,000株
（新株予約権１個につき　3,000株）

普通株式　　　　　　　63,000株
（新株予約権１個につき　3,000株）

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換えに払い込みは要
しない

新株予約権と引換えに払い込みは要
しない

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

（注３、４、５）

新株予約権１個当たり
600,000円

（１株当たり　　　　　　200円）

新株予約権１個当たり
600,000円

（１株当たり　　　　　　200円）

権 利 行 使 期 間 平成19年10月４日から
平成27年10月３日まで

平成20年２月14日から
平成27年10月３日まで

行 使 の 条 件 注１ 注２

役
員
の
保
有
状
況

取 締 役
（ 社 外 取 締 役 を 除 く ）

新株予約権の数： 5個
目的となる株式の数

： 15,000株
保有者数　　　： 1人

新株予約権の数： 16個
目的となる株式の数

： 48,000株
保有者数　　　： 1人

社 外 取 締 役
新株予約権の数： －個
目的となる株式の数:

： －株
保有者数　　　： －人

新株予約権の数： －個
目的となる株式の数

： －株
保有者数　　　： －人

監 査 役
新株予約権の数： －個
目的となる株式の数

： －株
保有者数　　　： －人

新株予約権の数： 5個
目的となる株式の数

： 15,000株
保有者数　　　： 1人

（注）１．新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
⑴　新株予約権者は、新株予約権の行使に際し、次の制約を受けるものとする。

① 新株予約権者は、新株予約権の行使時においても当社もしくは当社子会社の取締役、監査役又は従業員
であることを要する。ただし、新株予約権者が、新株予約権の行使時において当社の取締役、監査役又
は従業員でない場合であっても、当社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、当社就
業規則に規定する当社都合退職した場合、又は新株予約権を行使できることについて当社取締役会の承
認を得た場合にはこの限りではない。

② 新株予約権者は、以下の区分に従って、割当を受けた新株予約権の全部又は一部を行使することができ
る（ただし、かかる行使により発行される株式数は１株の整数倍でなければならない。）。

ⅰ　平成19年10月４日以降、割当を受けた新株予約権の目的となる株式数のうち、その２分の１までに
ついて権利を行使することができる。

ⅱ　平成20年10月４日以降、割当を受けた新株予約権の目的となる株式数のうち、そのすべてについて
権利を行使することができる。

③ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することはできない。
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④ 新株予約権者は、一度の手続において新株予約権の全部又は一部を行使することができる。ただし、１
個の新株予約権の一部につき行使することはできない。

⑤ 新株予約権者は、新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間（１月１日から12月31日まで）の合計
額が金1,200万円を超えないように、割当を受けた新株予約権を行使しなければならない。

⑵　次に定めるいずれかの事由及び条件に該当した場合、当社は対象となる新株予約権を無償で取得できる。
① 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認

の議案もしくは株式移転の議案につき株主総会で承認されたとき（存続会社又は当社の完全親会社が新
株予約権に係る義務を承継するときを除く。）。

② 新株予約権の行使の条件に該当しなくなったため、新株予約権の全部又は一部につき行使できないもの
が生じたとき。

③ 新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合。
④ 当社と新株予約権者との間の契約により新株予約権が失効した場合。

２．新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
⑴　新株予約権者は、新株予約権の行使に際し、次の制約を受けるものとする。

① 新株予約権者は、新株予約権の行使時においても当社もしくは当社子会社の取締役、監査役又は従業員
であることを要する。ただし、新株予約権者が、新株予約権の行使時において当社の取締役、監査役又
は従業員でない場合であっても、当社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、当社就
業規則に規定する当社都合退職した場合、又は新株予約権を行使できることについて当社取締役会の承
認を得た場合にはこの限りではない。

② 新株予約権者は、以下の区分に従って、割当を受けた新株予約権の全部又は一部を行使することができ
る（ただし、かかる行使により発行される株式数は１株の整数倍でなければならない。）。

ⅰ　平成20年２月14日以降、割当を受けた新株予約権の目的となる株式数のうち、その２分の１までに
ついて権利を行使することができる。

ⅱ　平成21年２月14日以降、割当を受けた新株予約権の目的となる株式数のうち、そのすべてについて
権利を行使することができる。

③ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することはできない。
④ 新株予約権者は、一度の手続において新株予約権の全部又は一部を行使することができる。ただし、１

個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
⑤ 新株予約権者は、新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間（１月１日から12月31日まで）の合計

額が金1,200万円を超えないように、割当を受けた新株予約権を行使しなければならない。
⑵　次に定めるいずれかの事由及び条件に該当した場合、当社は対象となる新株予約権を無償で取得できる。

① 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認
の議案もしくは株式移転の議案につき株主総会で承認されたとき（存続会社又は当社の完全親会社が新
株予約権に係る義務を承継するときを除く。）。

② 新株予約権の行使の条件に該当しなくなったため、新株予約権の全部又は一部につき行使できないもの
が生じたとき。

③ 新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合。
④ 当社と新株予約権者との間の契約により新株予約権が失効した場合。

３．平成19年１月１日をもって行った１株を10株とする株式分割により、「新株予約権の目的となる株式の数」
及び「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」は調整されております。

４．平成20年１月１日をもって行った１株を３株とする株式分割により、「新株予約権の目的となる株式の数」
及び「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」は調整されております。

５．平成25年10月１日をもって行った１株を100株とする株式分割により、「新株予約権の目的となる株式の
数」及び「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」は調整されております。
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発 行 決 議 日 平成18年４月28日 平成18年８月17日
新 株 予 約 権 の 数 89個 336個
新株予約権の目的となる株式
の種類と数（注３、４、５）

普通株式　　　　　267,000株
（新株予約権１個につき　3,000株）

普通株式　　　　1,008,000株
（新株予約権１個につき　3,000株）

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換えに払い込みは要
しない

新株予約権と引換えに払い込みは要
しない

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

（注３、４、５)

新株予約権１個当たり
900,000円

（１株当たり　　　　　300円）

新株予約権１個当たり
900,000円

（１株当たり　　　　　300円）

権 利 行 使 期 間 平成20年４月29日から
平成28年４月28日まで

平成20年９月16日から
平成28年８月17日まで

行 使 の 条 件 注１ 注２

役
員
の
保
有
状
況

取 締 役
（ 社 外 取 締 役 を 除 く ）

新株予約権の数： 34個
目的となる株式の数

： 102,000株
保有者数　　　： 1人

新株予約権の数： 336個
目的となる株式の数

： 1,008,000株
保有者数　　　： 4人

社 外 取 締 役
新株予約権の数： －個
目的となる株式の数

： －株
保有者数　　　： －人

新株予約権の数： －個
目的となる株式の数

： －株
保有者数　　　： －人

監 査 役
新株予約権の数： －個
目的となる株式の数

： －株
保有者数　　　： －人

新株予約権の数： －個
目的となる株式の数

： －株
保有者数　　　： －人

（注）１．新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
⑴　新株予約権者は、新株予約権の行使に際し、次の制約を受けるものとする。

① 新株予約権者は、新株予約権の行使時においても当社もしくは当社子会社の取締役、監査役又は従業員
であることを要する。ただし、新株予約権者が、新株予約権の行使時において当社の取締役、監査役又
は従業員でない場合であっても、当社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、当社就
業規則に規定する当社都合退職した場合、又は新株予約権を行使できることについて当社取締役会の承
認を得た場合にはこの限りではない。

② 新株予約権者は、以下の区分に従って、割当を受けた新株予約権の全部又は一部を行使することができ
る（ただし、かかる行使により発行される株式数は１株の整数倍でなければならない。）。

ⅰ　平成20年４月29日以降、割当を受けた新株予約権の目的となる株式数のうち、その２分の１までに
ついて権利を行使することができる。

ⅱ　平成21年４月29日以降、割当を受けた新株予約権の目的となる株式数のうち、そのすべてについて
権利を行使することができる。

③ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することはできない。
④ 新株予約権者は、一度の手続において新株予約権の全部又は一部を行使することができる。ただし、１

個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
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⑤ 新株予約権者は、新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間（１月１日から12月31日まで）の合計
額が金1,200万円を超えないように、割当を受けた新株予約権を行使しなければならない。

⑵　次に定めるいずれかの事由及び条件に該当した場合、当社は対象となる新株予約権を無償で取得できる。
① 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認

の議案もしくは株式移転の議案につき株主総会で承認されたとき（存続会社又は当社の完全親会社が新
株予約権に係る義務を承継するときを除く。）。

② 新株予約権の行使の条件に該当しなくなったため、新株予約権の全部又は一部につき行使できないもの
が生じたとき。

③ 新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合。
④ 当社と新株予約権者との間の契約により新株予約権が失効した場合。

２．新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
⑴　新株予約権者は、新株予約権の行使に際し、次の制約を受けるものとする。

① 新株予約権者は、新株予約権の行使時においても当社もしくは当社子会社の取締役、監査役又は従業員
であることを要する。ただし、新株予約権者が、新株予約権の行使時において当社の取締役、監査役又
は従業員でない場合であっても、当社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、当社就
業規則に規定する当社都合退職した場合、又は新株予約権を行使できることについて当社取締役会の承
認を得た場合にはこの限りではない。

② 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することはできない。
③ 新株予約権者は、一度の手続において新株予約権の全部又は一部を行使することができる。ただし、１

個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
⑵　次に定めるいずれかの事由及び条件に該当した場合、当社は対象となる新株予約権を無償で取得できる。

① 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認
の議案もしくは株式移転の議案につき株主総会で承認されたとき（存続会社又は当社の完全親会社が新
株予約権に係る義務を承継するときを除く。）。

② 新株予約権の行使の条件に該当しなくなったため、新株予約権の全部又は一部につき行使できないもの
が生じたとき。

③ 新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合。
④ 当社と新株予約権者との間の契約により新株予約権が失効した場合。

３．平成19年１月１日をもって行った１株を10株とする株式分割により、「新株予約権の目的となる株式の数」
及び「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」は調整されております。

４．平成20年１月１日をもって行った１株を３株とする株式分割により、「新株予約権の目的となる株式の数」
及び「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」は調整されております。

５．平成25年10月１日をもって行った１株を100株とする株式分割により、「新株予約権の目的となる株式の
数」及び「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」は調整されております。
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発 行 決 議 日 平成18年８月17日 平成18年10月30日
新 株 予 約 権 の 数 81個 15個
新株予約権の目的となる株式
の種類と数（注２、３、４）

普通株式　　　　　　243,000株
（新株予約権１個につき　3,000株）

普通株式　　　　　　 45,000株
（新株予約権１個につき　3,000株）

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換えに払い込みは要
しない

新株予約権と引換えに払い込みは要
しない

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

（注２、３、４）

新株予約権１個当たり
900,000円

（１株当たり　　　　　　 300円）

新株予約権１個当たり
900,000円

（１株当たり　　　　　　 300円）

権 利 行 使 期 間 平成20年10月14日から
平成28年８月17日まで

平成20年10月31日から
平成28年８月17日まで

行 使 の 条 件 注１ 注１

役
員
の
保
有
状
況

取 締 役
（ 社 外 取 締 役 を 除 く ）

新株予約権の数： 30個
目的となる株式の数

： 90,000株
保有者数　　　： 3人

新株予約権の数： －個
目的となる株式の数

： －株
保有者数　　　： －人

社 外 取 締 役
新株予約権の数： －個
目的となる株式の数

： －株
保有者数　　　： －人

新株予約権の数： －個
目的となる株式の数

： －株
保有者数　　　： －人

監 査 役
新株予約権の数： －個
目的となる株式の数

： －株
保有者数　　　： －人

新株予約権の数： 15個
目的となる株式の数

： 45,000株
保有者数　　　： 2人

（注）１．新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
⑴　新株予約権者は、新株予約権の行使に際し、次の制約を受けるものとする。

① 新株予約権者は、新株予約権の行使時においても当社もしくは当社子会社の取締役、監査役又は従業員
であることを要する。ただし、新株予約権者が、新株予約権の行使時において当社の取締役、監査役又
は従業員でない場合であっても、当社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、当社就
業規則に規定する当社都合退職した場合、又は新株予約権を行使できることについて当社取締役会の承
認を得た場合にはこの限りではない。

② 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することはできない。
③ 新株予約権者は、一度の手続において新株予約権の全部又は一部を行使することができる。ただし、１

個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
⑵　次に定めるいずれかの事由及び条件に該当した場合、当社は対象となる新株予約権を無償で取得できる。

① 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認
の議案もしくは株式移転の議案につき株主総会で承認されたとき（存続会社又は当社の完全親会社が新
株予約権に係る義務を承継するときを除く。）。

② 新株予約権の行使の条件に該当しなくなったため、新株予約権の全部又は一部につき行使できないもの
が生じたとき。

－ 28 －
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③ 新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合。
④ 当社と新株予約権者との間の契約により新株予約権が失効した場合。

２．平成19年１月１日をもって行った１株を10株とする株式分割により、「新株予約権の目的となる株式の数」
及び「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」は調整されております。

３．平成20年１月１日をもって行った１株を３株とする株式分割により、「新株予約権の目的となる株式の数」
及び「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」は調整されております。

４．平成25年10月１日をもって行った１株を100株とする株式分割により、「新株予約権の目的となる株式の
数」及び「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」は調整されております。

－ 29 －
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⑶　会社役員の状況
①　取締役及び監査役の状況（平成26年３月31日現在）

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 奥 山 泰 全
株式会社マネーパートナーズ代表取締役社長兼ディーリング本
部長
株式会社マネーパートナーズソリューションズ取締役

取 締 役 福 島 秀 治 株式会社マネーパートナーズ取締役
株式会社マネーパートナーズソリューションズ取締役

取 締 役 佐 藤 直 広 法務コンプライアンス部長
株式会社マネーパートナーズ取締役内部管理統括責任者

取 締 役 白 水 克 紀
ＣＩＯ兼ＩＴ管理部長
株式会社マネーパートナーズ取締役海外金融法人営業部長
株式会社マネーパートナーズソリューションズ取締役

取 締 役 中 西 典 彦
ＣＦＯ
株式会社マネーパートナーズ取締役管理部長
株式会社マネーパートナーズソリューションズ監査役

常 勤 監 査 役 山 本 壯 兵 株式会社マネーパートナーズ社外監査役

監 査 役 鈴 木 　 隆 京総合法律事務所（弁護士）
株式会社マネーパートナーズ社外監査役

監 査 役 澤 　 昭 人
株式会社シムビジネスコンサルティング代表取締役
澤公認会計士事務所（公認会計士）
株式会社マネーパートナーズ社外監査役

（注）１．常勤監査役山本壯兵氏、監査役鈴木隆氏及び監査役澤昭人氏は、社外監査役であります。
２．監査役澤昭人氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有して

おります。
３．当社は、常勤監査役山本壯兵氏、監査役鈴木隆氏及び監査役澤昭人氏を東京証券取引所の定めに基づ

く独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

－ 30 －
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②　事業年度中に退任した取締役及び監査役
氏 名 退 任 日 退任事由 退 任 時 の 地 位 ・ 担 当 及 び

重 要 な 兼 職 の 状 況

伊 藤 博 幸 平成25年６月16日 任 期 満 了 取締役会長

平 野 　 明 平成26年２月28日 辞 任 常勤監査役
株式会社マネーパートナーズ監査役

③　取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
（ う 　 ち 　 社 　 外 　 取 　 締 　 役 ）

6名
(0)

128百万円
(0)

監 査 役
（ う 　 ち 　 社 　 外 　 監 　 査 　 役 ）

4
(3)

42
(32)

合 計
（ う 　 ち 　 社 　 外 　 役 　 員 ）

10
(3)

171
(32)

（注）１．当事業年度末現在の取締役は５名（うち社外取締役０名）、監査役は３名（うち社外監査役は３名）
であります。上記の取締役及び監査役の支給人員が相違しておりますのは、平成25年６月16日開催
の第９回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役１名及び平成26年２月28日
付で辞任により退任した監査役が１名含まれているためであります。

２．取締役の報酬限度額は、平成20年３月18日開催の第３回定時株主総会において年額350百万円以内
（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

３．監査役の報酬限度額は、平成19年３月13日開催の第２回定時株主総会において年額50百万円以内と
決議いただいております。

４．上記の報酬等の総額には、当事業年度に係る業績連動報酬として未払金に計上した次の金額を含んで
おります。

　　　・取締役５名　３百万円（うち社外取締役０名　０百万円）

④　社外役員に関する事項
イ．他の法人等との兼職状況（他の法人等の業務執行者である場合）及び当社と当該他の法人

等との関係
監査役澤昭人氏は、株式会社シムビジネスコンサルティングの代表取締役を兼務しており

ます。なお、当社は、株式会社シムビジネスコンサルティングとの間に特別の関係はありま
せん。

－ 31 －
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ロ．他の法人等の社外役員との兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係
常勤監査役山本壯兵氏、監査役鈴木隆氏及び監査役澤昭人氏は、株式会社マネーパートナ

ーズの社外監査役を兼任しております。
株式会社マネーパートナーズは、当社の100％子会社であります。

ハ．会社又は会社の特定関係事業者の業務執行者等との親族関係
該当事項はありません。

ニ．当事業年度における主な活動状況

活 動 状 況

常勤監査役 山 本 壯 兵

当事業年度に開催された監査役会21回のすべてに出席し、取締役会
23回のすべてに出席いたしました。国内外にわたる長年のビジネス
経験を活かし、幅広い見地から、取締役会において、取締役会の意
思決定の妥当性、業務の適正性を確保するための発言を行っており
ます。
また、監査役会において、当社の経理システム並びに内部監査につ
いて適宜、必要な発言を行っております。

監査役 鈴 木 　 隆

当事業年度に開催された監査役会21回のすべてに出席し、取締役会
23回のうち21回に出席いたしました。主に弁護士としての専門的
見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性、法令
遵守をはじめとした業務の適正性を確保するための発言を行ってお
ります。
また、監査役会において、当社のコンプライアンス並びに内部監査
について適宜、必要な発言を行っております。

監査役 澤 　 昭 人

当事業年度に開催された監査役会21回のすべてに出席し、取締役会
23回のすべてに出席いたしました。主に公認会計士としての専門的
見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性、財務
及び会計をはじめとした適正性を確保するための発言を行っており
ます。
また、監査役会において、当社の経理システム並びに内部監査につ
いて適宜、必要な発言を行っております。

（注）上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第26条の規定に基づき、
取締役会決議があったものとみなす書面決議が１回ありました。

ホ．責任限定契約の内容の概要
当社と社外監査役３名は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の

損害賠償責任を限定する契約を個々に締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額としております。

－ 32 －
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⑷　会計監査人の状況
①　名称　　　　　　　　　　有限責任監査法人トーマツ

②　報酬等の額
支払額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 28百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その
他の財産上の利益の合計額 44百万円

（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査
報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報
酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

③　非監査業務の内容
該当事項はありません。

④　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合

は、監査役会の同意を得た上で、又は監査役会の請求に基づいて、会計監査人の解任又は不再
任を株主総会の会議の目的とすることといたします。

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる
場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監
査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解
任した旨と解任の理由を報告いたします。

⑤　責任限定契約の内容の概要
当社と会計監査人有限責任監査法人トーマツは、会社法第427条第１項の規定に基づき、同

法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害
賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。

－ 33 －
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⑸　業務の適正を確保するための体制
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の

適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

イ．当社は、コンプライアンスを経営の根幹に置き、その行動指針として、「マネーパートナ
ーズグループ行動規範」を定め、役員及び社員はこれに従う。

ロ．当社の役員及び社員は、法令、定款、社内規程等に則って職務の執行に当たる。
ハ．当社の取締役は、取締役会を開催し、職務の執行が法令及び定款に適合するよう相互牽制

を行う。
ニ．当社の監査役は、法令に則り、取締役の職務執行を監査する。
ホ．当社は、社長を議長とし、経営管理部を事務局とするコーポレート・ガバナンス会議を設

置し、企業統治の充実、確立、定着という目的の達成に努める。
ヘ．当社は、法務コンプライアンス部担当取締役及び社外監査役を情報受領者とする「ホット

ライン通報制度」を構築するほか、法務コンプライアンス部担当取締役が管理する「目安箱」
の設置等により、違反行為等の早期発見と是正を目的とする情報収集及び報告体制を構築し
効果的な運用を図る。

ト．当社は、社長直轄とする内部監査室を置き、各部門の業務執行及びコンプライアンスの状
況等について内部監査を実施し、その結果を社長に報告するとともに定期的にグループ経営
会議にて報告する。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制
イ．当社は、ⅰ）株主総会議事録、取締役会議事録、監査役会議事録等の法定作成文書をはじ

め、ⅱ）各会議体の議事録、ⅲ）決裁書類等の取締役の職務の執行に係る情報については、
関連資料とともに｢文書管理規程｣等の社内規程に基づき、適切かつ確実に保存及び管理を行
う。

ロ．当社は、取締役の職務の執行に係るその他の情報について、「情報システム管理規程」に
基づき、その保存媒体に応じて適正に保存及び管理を行う。

ハ．当社は、取締役及び監査役が随時、当該情報を閲覧できる体制を構築する。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ．当社は、「経営危機管理規程」により経営活動上のリスク管理に関する基本方針及び体制

を定め、これに基づくリスク管理体制を整備、構築することにより企業リスクの事前回避と
被害発生時の損害額の最小化に努める。

－ 34 －
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ロ．当社は、経営活動上のリスクとして、市場関連リスク、信用リスク、流動性リスク、法務
リスク、事務リスク等を認識し、そのリスクカテゴリー毎の把握と対応管理部署の体制を整
備する。

ハ．新規の業務を開始する場合には、リスクの適切な把握、評価及び管理に努める。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ．当社は、取締役会を定款及び「取締役会規程」に基づき運営し、毎月定時での開催の他に、

必要に応じて臨時に開催する。取締役会は付議事項の審議及び重要な報告を行い、監査役も
毎回出席する。

ロ．当社は、取締役会に付議される事項に関しては、グループ経営会議等で事前に十分な審議
及び議論を実施することにより取締役の職務が効率的に行われるよう事業運営を行う。

ハ．当社は、当社並びに当社子会社の取締役で構成するグループ経営会議を原則毎週１回開催
し、取締役会付議議案の事前審議を行うとともに、一定の業務執行に関する基本的事項及び
重要事項に関する意思決定を行う。

ニ．当社は、｢職務権限規程｣及び「稟議規程｣に基づき、取締役の職務の効率性と決裁の合理
性、妥当性を確保するとともに、取締役及び下位職位者の決裁項目、協議部門、稟議等を定
める。重要事項については、各取締役が同規程に従い決裁を行うか、決裁を行った上で取締
役会の承認を得ることとするが、軽微なものについては権限委譲された下位職者が同規程に
従いその責任において決裁する。

ホ．当社は、経営組織、業務分掌及び職務権限に関する基本事項を｢組織規程」、「業務分掌規
程｣及び｢職務権限規程｣並びに「稟議規程｣で明確にし、取締役及びその他社員により適正か
つ効率的に職務が行われる体制を確保する。

⑤　当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ．当社は、｢関係会社管理規程」等の社内規程に従って子会社管理を行い、子会社の取締役の

職務の執行を監視・監督する。
ロ．当社は、グループ経営会議及び必要に応じて開催する子会社と関係各部門責任者による会

議において、グループ間の情報共有、意思疎通及びグループ経営方針の統一化を図る。
ハ．当社は、内部監査部門を有しない子会社について、当社の内部監査室により半期毎に子会

社の業務監査、内部統制監査等を実施し、その結果を社長及び関係会社に内部監査報告書と
して報告する。
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⑥　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
事項
イ．当社は、監査役が監査役の職務を補助すべき使用人について、監査役の指揮命令に属する

補助者の常設を取締役に対して求めることができるものとする。
ロ．当社は、監査役が必要に応じて、内部監査部門等の使用人を監査役監査の補助者に任命す

ることができるものとする。

⑦　監査役を補助する使用人の独立性に関する事項
イ．当社は、監査役の職務を補助する社員に関する人事異動、人事評価、処罰等については、

常勤監査役の承認を得て行うものとする。
ロ．当社は、監査役より監査業務に関する命令を受けた社員が、その命令に関して、取締役の

指揮命令を受けないものとする。

⑧　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
イ．当社では、各監査役が取締役会への出席にとどまらず、その他の会議への出席権限を有し、

会議で取締役及び社員に対し報告を求めることができる。
ロ．当社の取締役及び社員は、「監査役会規程」及び「監査役監査規程」に従い、各監査役の

要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うとともに、当社の経営上に重大な影響を及ぼす
おそれのある諸問題、事象については、遅滞なく報告するものとする。

⑨　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、社長、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行う。また、監査役は内部監査

室に対し適宜、内部監査の計画・結果等について報告を求め、助言及び意見交換を行う。
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⑹　会社の支配に関する基本方針
当社は、会社法施行規則第118条における会社の支配に関する方針について取締役会等の会議

体において決議をしてはおりません。
当社は、当社の株主のあり方については、当社株式の市場における自由な取引を通じて決定さ

れるものであり、当社の支配権の移転を伴う大規模な買付提案がなされた場合にこれに応じるべ
きか否かの判断も、最終的には株主の皆様の全体の意思に基づき行われるべきものと考えており
ます。

しかしながら、近年、わが国の資本市場における株式の大規模買付行為の中には、その目的等
からみて企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に株
式の売却を事実上強要する恐れがあるもの、対象会社の取締役や株主の皆様が買付の条件につい
て検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案の提案や追加質問の提示を行うための十分な時
間や情報を提供しないもの、対象会社が買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすため
に買付者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない
ものがあることも事実であります。

当社は、上記の例を含め、経営の基本理念、企業価値のさまざまな源泉、顧客との信頼関係等
を十分に理解し、企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保し、なおかつ向上させる意
思を持たない、あるいはそれを毀損する恐れがある行為等を行う者は、当社の財務及び事業の方
針の決定を支配する者として適切ではないと考えております。

当社では、当社グループ全体としての事業の拡大と収益性の向上を目指し、また、将来のグル
ープの収益の柱となる新たな事業の創造を積極的に行うことにより、当社の企業価値ひいては株
主共同の利益を目指し、多数の投資家の皆様に当社株式を長期継続して保有して頂きたいと考え
ております。

このため、当社グループでは中長期的な取り組みとして、外国為替証拠金取引事業をビジネス
の基軸に置き、顧客基盤の拡大を図る中で収益の拡大並びに事業の発展を目指してまいります。
外国為替証拠金取引に関しましては、法令の整備、改正等による規制強化あるいは激化する競合
環境の中で競争優位性を確立するために、商品性の向上や情報、チャートなど各種ツールの洗練
化、新サービスの提案などを継続的、積極的に行うとともに、取引システムの一層の安定化に努
めてまいります。また、ＯＴＣの特性を活かした金融デリバティブ商品の可能性を追求し、外国
為替証拠金取引事業に次ぐ収益事業の確立に努めてまいります。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成26年３月31日現在）

（単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産
現 金 ・ 預 金
預 託 金
ト レ ー デ ィ ン グ 商 品

デ リ バ テ ィ ブ 取 引
約 定 見 返 勘 定
短 期 差 入 保 証 金
有 価 証 券
前 払 費 用
未 収 入 金
未 収 収 益
繰 延 税 金 資 産
そ の 他 の 流 動 資 産
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
器 具 備 品

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定
商 標 権
リ ー ス 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
長 期 差 入 保 証 金
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

60,056
7,198

42,157
6,955
6,955

745
2,477

10
83

103
155
55

113
△0

1,801
89
39
50

969
335
20
3

611
742
194
382
134
22
10

△1

流 動 負 債 51,122
ト レ ー デ ィ ン グ 商 品 3,529

デ リ バ テ ィ ブ 取 引 3,529
約 定 見 返 勘 定 0
預 り 金 173
受 入 保 証 金 44,348
短 期 借 入 金 600
リ ー ス 債 務 174
未 払 金 239
未 払 費 用 1,574
未 払 法 人 税 等 424
賞 与 引 当 金 57
そ の 他 の 流 動 負 債 0

固 定 負 債 444
リ ー ス 債 務 442
そ の 他 の 固 定 負 債 1

特 別 法 上 の 準 備 金 0
金融商品取引責任準備金 0

負 債 合 計 51,566
純 資 産 の 部

株 主 資 本 10,278
資 本 金 1,793
資 本 剰 余 金 1,869
利 益 剰 余 金 7,476
自 己 株 式 △860

その他の包括利益累計額 5
その他有価証券評価差額金 5

新 株 予 約 権 7
純 資 産 合 計 10,291

資 産 合 計 61,858 負 債 純 資 産 合 計 61,858
（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
( 平成

平成
25
26

年
年

４
３

月
月

１
31

日
日

から
まで )

（単位：百万円）
科 目 金 額

営 業 収 益 5,257
受 入 手 数 料 10
ト レ ー デ ィ ン グ 損 益 5,231
金 融 収 益 12
そ の 他 の 売 上 高 3

金 融 費 用 67
売 上 原 価 1
純 営 業 収 益 5,189
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費 4,090
営 業 利 益 1,098
営 業 外 収 益 35
営 業 外 費 用 18
経 常 利 益 1,115
特 別 利 益 3

投 資 有 価 証 券 売 却 益 3
新 株 予 約 権 戻 入 益 0

特 別 損 失 26
金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 れ 0
固 定 資 産 除 却 損 26

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,092
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 469
法 人 税 等 調 整 額 △41 428
少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 663
当 期 純 利 益 663

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
( 平成

平成
25
26

年
年

４
３

月
月

１
31

日
日

から
まで )

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 1,786 1,862 6,933 △860 9,721

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

新 株 の 発 行 6 6 13

剰 余 金 の 配 当 △120 △120

当 期 純 利 益 663 663

株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額(純額)

当連結会計年度変動額合計 6 6 542 － 556

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 1,793 1,869 7,476 △860 10,278

その他の包括利
益 累 計 額 新 株 予 約 権 純 資 産 合 計その他有価証券
評 価 差 額 金

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 5 5 9,733

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

新 株 の 発 行 13

剰 余 金 の 配 当 △120

当 期 純 利 益 663

株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額(純額) 0 1 1

当連結会計年度変動額合計 0 1 558

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 5 7 10,291
（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
　当社の連結計算書類は、「会社計算規則」（平成18年法務省令第13号）並びに同規則第118条の規定に基づ
き、当社グループの主たる事業である有価証券関連業を営む会社の貸借対照表及び損益計算書に適用される「金
融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）及び「有価証券関連業経理の統一に関する規
則」（昭和49年11月14日付日本証券業協会自主規制規則）に準拠して作成しております。

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
⑴　連結の範囲に関する事項

連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
連結子会社の数 ２社
連結子会社の名称 株式会社マネーパートナーズ

株式会社マネーパートナーズソリューションズ
⑵　会計処理基準に関する事項

①　資産の評価基準及び評価方法
イ．有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 償却原価法を採用しております。
その他有価証券

市場価格のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入
法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用してお
ります。

市場価格のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資（金

融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）につ
いては、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近
の決算書を基礎にし、持分相当額を純額で取り込む方法によってお
ります。

ロ．デリバティブの評価基準及び評価方法
デリバティブ 時価法を採用しております。

②　固定資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産
　（リース資産を除く）

定率法（ただし、建物（附属設備を除く）については定額法）を
採用しております。

ロ．無形固定資産
　（リース資産を除く）

　定額法を採用しております。

ハ．リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用し

ております。
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③　引当金及び特別法上の準備金の計上基準
イ．貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可
能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金 従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当連結会計
年度負担額を計上しております。

ハ．金融商品取引責任準備金 有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に関して生
じた事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の５に基
づき、金融商品取引業等に関する内閣府令第175条に定めるところ
により算出した金額を計上しております。

④　その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
イ．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっておりま

す。
ロ．顧客を相手方とする外国為替

証拠金取引の会計処理
顧客からの注文により成立する外国為替証拠金取引については、

取引に係る決済損益及び評価損益をトレーディング損益勘定に計上
しております。

なお、評価損益は、顧客を相手方とする全ての未決済の外国為替
証拠金取引に係る評価損益を取引明細毎に算定し、これらを顧客毎
に合算し損益を相殺した上で、評価益相当額を連結貸借対照表上の
トレーディング商品（デリバティブ取引）勘定（資産）に、評価損
相当額をトレーディング商品（デリバティブ取引）勘定（負債）に
それぞれ計上しております。

また、顧客から外国為替証拠金取引の証拠金として預託された金
銭は、金融商品取引法第43条の３第１項並びに金融商品取引業等に
関する内閣府令第143条第１項第１号に定める金銭信託（顧客区分
管理信託）により自己の固有財産と区分して管理しております。当
該金銭信託に係る元本は連結貸借対照表上の預託金勘定に計上し、
収益は金融収益勘定に計上した上で当連結会計年度末において未収
のものは連結貸借対照表上の未収収益勘定に計上しております。

ハ．カウンターパーティを相手方
とする外国為替証拠金取引の
会計処理

当社グループからのカバー取引注文により成立する外国為替証拠
金取引については、取引に係る決済損益及び評価損益をトレーディ
ング損益勘定に計上しております。

なお、評価損益は、カウンターパーティを相手方とする全ての未
決済の外国為替証拠金取引に係る評価損益を取引明細毎に算定した
上で、これらをカウンターパーティ毎に合算し損益を相殺して算出
しており、これと同額を連結貸借対照表上のトレーディング商品（デ
リバティブ取引）勘定に計上しております。
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また、カウンターパーティを相手方とする外国為替証拠金取引は
毎営業日ロールオーバー（ポジションの決済及びポジションの持ち
越しのための新規建て直し）されておりますので、評価損益は実質
的には当連結会計年度末におけるロールオーバーによる新規建値と
直物為替相場との差額をもって算定しております。

ニ．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。

２．連結貸借対照表に関する注記
⑴　担保に供している資産及び担保に係る債務

　連結子会社である株式会社マネーパートナーズの外国為替証拠金取引に関連して生じる債務に関し、金
融機関が行っている支払承諾契約に基づく極度額を6,500百万円とする債務保証に対する担保として、現
金・預金（定期預金）1,950百万円を差し入れております。この他、同契約に基づき、顧客区分管理信託
契約に係る同社の信託受益権に対し当該金融機関を質権者とする質権を設定しております。
　なお、当連結会計年度末において被保証債務残高はありません。

⑵　有形固定資産の減価償却累計額 342百万円
⑶　差入れを受けている有価証券の時価は次のとおりであります。

差入れを受けている有価証券
受入保証金代用有価証券 3,060百万円

⑷　特別法上の準備金及び計上を規定した法令の条項
金融商品取引責任準備金 0百万円
金融商品取引法第46条の５及び金融商品取引業等に関する内閣府令第175条

３．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

普通株式 32,223,000株
⑵　配当に関する事項

①　配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
(百万円)

１ 株 当 た り
配 当 額 (円 ) 基 準 日 効 力 発 生 日

平成25年６月16日
定 時 株 主 総 会 普通株式 30 100 平成25年３月31日 平成25年６月17日

平成25年10月28日
取 締 役 会 普通株式 90 300 平成25年９月30日 平成25年12月５日

（注）当社は、平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。なお、１株当
たり配当額については、当該株式分割前の金額を記載しております。
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②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち､配当の効力発生日が翌期になるもの
平成26年６月15日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提

案しております。
・配当金の総額 120百万円
・１株当たり配当額 4円
・基準日 平成26年３月31日
・効力発生日 平成26年６月16日
なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

⑶　当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）の目的となる株式の
種類及び数

普通株式 2,090,500株

４．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当社グループは、デリバティブ取引である外国為替証拠金取引の取扱いを主たる事業としており、当社
グループの金融商品に対する取組は主に外国為替証拠金取引を営む連結子会社である株式会社マネーパー
トナーズを通じて実施しております。
　顧客等を相手方とする外国為替証拠金取引は、株式会社マネーパートナーズが顧客等に対して提示する
為替レートに対してインターネットを通じて行われる注文を受け付け、受諾することにより成立します。
同社は、これに伴う為替ポジションにより生じる為替変動リスクをヘッジするため、社内規程に基づき銀
行、証券会社等のカウンターパーティに対してカバー取引を実施し、外国為替証拠金取引における為替ポ
ジションの偏りを通貨ペア毎にゼロとするよう管理しております。
　この事業を行うために必要な資金の調達は、主に銀行借入によっており、その他、カウンターパーティ
との間のカバー取引に必要な差入保証金の一部を、金融機関との支払承諾契約に基づく保証状によって代
用しております。
　また、当社は、有価証券及び投資有価証券を保有しておりますが、持株会社として必要と考えられる手
元流動性の水準を考慮しつつ、投資対象の信用や流動性等に関するリスクと投資によるメリットを慎重に
検討することとし、投機的な投資は行わない方針であります。
　なお、資金の運用は、原則として流動性預金をはじめとする短期の預金等に限定しております。

②　金融商品の内容及びそのリスク
　顧客等もしくはカウンターパーティとの外国為替証拠金取引の評価損益であるトレーディング商品（デ
リバティブ取引）は、先物取引の契約不履行に係る信用リスクに晒されております。また、カウンターパ
ーティ等を相手方とする外国為替証拠金取引の未授受の決済差金である約定見返勘定は、決済の履行に係
る信用リスクに晒されております。更に、現金・預金や主に顧客からの預り資産を区分管理するための金
銭信託である預託金及びカバー取引を行うためにカウンターパーティに差し入れている短期差入保証金は
取引の相手方である金融機関の信用リスクに晒されております。
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　現金・預金、トレーディング商品（デリバティブ取引）、約定見返勘定、預託金及び短期差入保証金に
加え、外国為替証拠金取引に関する顧客等からの預り証拠金である受入保証金は、外貨建の資産・負債を
含んでおり、為替の変動リスクに晒されております。また、短期借入金及びリース債務は、主に金利の変
動リスクに晒されております。
　受入保証金、短期借入金及び負債に計上される約定見返勘定は、流動性リスクに晒されております。
　有価証券及び投資有価証券は、主に投資事業有限責任組合出資金、満期保有目的の債券及び当社グルー
プと業務上の関係を有する企業の株式であり、主に発行体の信用リスクに晒されております。
　デリバティブ取引については、評価損益に係る信用リスクや為替変動リスクに加えて、取引自体が為替
ポジションを構成しており、これらは為替変動リスクに晒されております。

③　金融商品に係るリスク管理体制
　当社グループの金融商品に係るリスク管理は、主に株式会社マネーパートナーズにおける金融商品取引
法第46条の６に定める自己資本規制比率の管理を基礎として実施しております。
　このため、信用リスク（取引先リスク）及び市場リスクについては、金融商品取引業等に関する内閣府
令第178条及び「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の
算出の基準等を定める件」（平成19年金融庁告示第59号）に基づき、毎営業日これらのリスクをリスク
相当額として定量的に算出した上で自己資本規制比率を算出しております。
　リスク相当額については、社内規程においてこれらの限度枠を設定しており、財務担当部門は毎営業日
リスク相当額を算出し、これらが限度枠内に収まっていることを経営企画部門担当取締役に報告するとと
もに、毎月末の自己資本規制比率の状況を取締役会に報告することにより管理を行っております。
　資金調達に係る流動性リスクについては、毎営業日のカウンターパーティとの差金決済を含めたカバー
取引必要証拠金の状況及び顧客区分管理信託の元本追加／解約の状況を財務部門担当取締役に報告すると
ともに、これらの１ヶ月間の推移や資金借入等の状況をリスク管理会議や取締役会に報告することにより
管理を行っております。
　一方、有価証券及び投資有価証券に係るリスク管理は、当社において実施しており、定期的に投資事業
有限責任組合の財産の状況並びに債券及び株式の発行体の財務状況等を把握し、取締役会に報告すること
により管理を行っております。
　また、株式会社マネーパートナーズにおける個々のリスク管理の取組状況等の詳細は、以下のとおりで
あります。
イ．信用リスクの管理

　株式会社マネーパートナーズは、顧客を相手方とする外国為替証拠金取引に伴う信用リスクを管理す
るために、自動ロスカット制度を採用しております。これは、外国為替証拠金取引から生じる為替ポジ
ションの評価損益であるトレーディング商品（デリバティブ取引）、未収もしくは未払のスワップであ
る未収収益もしくは未払費用と預り証拠金である受入保証金を顧客毎に管理し、顧客の損失等により顧
客が保有する為替ポジションに対してこれらの純額が一定の水準を下回ると自動的に為替ポジションを
成り行き決済により清算するものであり、この制度により顧客に対する信用リスクが生じる可能性の低
減を図っております。
　カバー取引に伴うトレーディング商品（デリバティブ取引）、約定見返勘定、短期差入保証金及びデ
リバティブ取引に係るカウンターパーティの信用リスクに対しては、一定の格付けを有する等の基準に
よりカウンターパーティを慎重に選定するとともに、信用状況等の変化をモニタリングすることによっ
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て管理を行っております。また、カバー取引を行うにあたって、差入保証金の一部を金融機関からの保
証状で代用することにより、現金による差入保証金の金額を抑制し、信用リスクの低減を図っておりま
す。更に、カウンターパーティの信用状況に起因する出来事によりカバー取引を実施できない事態が発
生するリスクを回避するために、カウンターパーティを複数選定することにより、信用リスクの分散を
図っております。
　この他、預金取引をはじめとする金融機関の信用リスクに対しては、資金の運用を短期間のものに限
定することや取引金融機関の分散によりリスクの低減を図っております。

ロ．市場リスク（為替変動リスク）の管理
　株式会社マネーパートナーズの主たる業務である外国為替証拠金取引においては、顧客等との間の取
引により生じる為替ポジションを、カウンターパーティとの間で行うカバー取引によってヘッジするこ
とにより、為替変動リスクの管理を行っております。カバー取引によるヘッジは、社内規程に基づき実
施され、毎営業日の最終時点での会社全体の為替ポジションの偏りをゼロとすることを義務付け、会社
全体及びカバー取引実施担当者毎に一時的に保有できる為替ポジションの数量等に制限をかけることに
より為替変動リスクの低減を図っております。また、これらの制限について、上記のリスク相当額の算
出を通じての管理のほか、取引システムを通じてリアルタイムのモニタリングを実施しており、取引結
果についても、カウンターパーティとの決済差金や残高の確認等を通じて二重のチェックを行っており
ます。
　デリバティブ取引以外の、外貨建資産・負債の為替変動リスクについては、財務担当部門が日次で会
社全体の為替ポジションをモニタリングした上で、両替等の取引を通じてポジションの偏りを一定の範
囲に収めるよう管理しております。
　なお、為替変動リスクに係るリスク相当額は、為替変動リスクに晒されている全ての資産、負債、デ
リバティブ取引について通貨ごとのネット・ポジションを算出し、その他のすべてのリスク変数を一定
と仮定し、外国為替相場が対円で８％当社グループに対して不利に変動した場合の損失額として算出し
ており、当連結会計年度末における額は２百万円であります。

ハ．資金調達に係る流動性リスクの管理
　株式会社マネーパートナーズは、外国為替証拠金取引を行うにあたっての流動性リスクに対応するた
め、金融機関から借入の限度枠の設定を受けることにより一時的な資金需要への余力を確保するほか、
カウンターパーティとの間でカバー取引を行うにあたって必要となる差入保証金の一部を金融機関との
支払承諾契約に基づく保証状により代用することによって、手許流動性の維持を図り、流動性リスクを
管理しております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
用することにより、当該価額が変動することがあります。また、「⑵　金融商品の時価等に関する事項」
におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リ
スクを示すものではありません。
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⑵　金融商品の時価等に関する事項
　平成26年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
（（注）２．参照）

連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

⑴　現金・預金 7,198 7,198 －

⑵　預託金 42,157 42,157 －

⑶　有価証券及び投資有価証券 55 55 0

資産計 49,412 49,412 0

⑴　受入保証金 44,348 44,348 －

負債計 44,348 44,348 －

デリバティブ取引(＊1）
ヘッジ会計が適用されていないもの 3,426 3,426 －

(＊1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。なお、連結貸借対照表へ
は、トレーディング商品（デリバティブ取引）（資産勘定）に正味の債権6,955百万円を、トレーディン
グ商品（デリバティブ取引）（負債勘定）に正味の債務3,529百万円を計上しております。

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資　産
⑴現金・預金、⑵預託金
　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
⑶有価証券及び投資有価証券
　市場価格のない満期保有目的の債券は、将来キャッシュ・フローを満期までの期間及び信用リスク
を加味した利率により割り引いた現在価値によっており、投資信託は、公表された基準価額によって
おります。
負　債
⑴受入保証金
　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
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デリバティブ取引
　①　ヘッジ会計が適用されていないもの
　　　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類毎の連結決算

日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の
算定方法は、次のとおりであります。

通貨関連

取引の種類

契約額等（百万円） 時価等（百万円）
評価損益
(百万円)うち

１年超
時価ベース
の想定元本

（＊2）
評価額

外国為替証拠金取引
　売建 156,383 － 157,351 △968 △968
　買建 152,970 － 157,351 4,381 4,381

合計 － － － 3,413 3,413
（＊1）時価の算定方法　連結会計年度末の直物為替相場により算定しております。
（＊2）時価ベースの想定元本は、外貨建の契約額に連結会計年度末の直物為替相場を乗じた金額でありま

す。
②　ヘッジ会計が適用されているもの

該当するものはありません。

　　　２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
区分 連結貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 3

投資事業有限責任組合出資金 145
これらについては、時価を把握することが極めて困難と認められるもの、もしくは時価を把握すること

が極めて困難と認められるもので構成されているものであることから、「⑶　有価証券及び投資有価証券」
には含めておりません。
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　　　３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

１年以内
(百万円)

１年超
５年以内
(百万円)

５年超
10年以内
(百万円)

現金・預金 7,198 － －
預託金 42,157 － －
有価証券及び投資有価証券 10 35 －

合計 49,366 35 －

５．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 340円31銭
１株当たり当期純利益 21円99銭

(注)当社は、平成25年10月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。当連結会計
年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり当期純利益を算定しております。

－ 49 －
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貸　借　対　照　表
（平成26年３月31日現在）

（単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 ・ 預 金

有 価 証 券

前 払 費 用

未 収 入 金

未 収 収 益

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

固 定 資 産

無 形 固 定 資 産

商 標 権

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

1,083

724

10

8

286

48

6

0

3,328

2

2

3,325

194

3,130

0

1

流 動 負 債 342
未 払 金 13

未 払 費 用 27

未 払 法 人 税 等 278

未 払 消 費 税 等 4

預 り 金 5
賞 与 引 当 金 13

負 債 合 計 342
純 資 産 の 部

株 主 資 本 4,056
資 本 金 1,793
資 本 剰 余 金 1,869

資 本 準 備 金 1,869

利 益 剰 余 金 1,253
そ の 他 利 益 剰 余 金 1,253

繰 越 利 益 剰 余 金 1,253

自 己 株 式 △860
評 価 ・ 換 算 差 額 等 5

その他有価証券評価差額金 5
新 株 予 約 権 7
純 資 産 合 計 4,068

資 産 合 計 4,411 負 債 純 資 産 合 計 4,411
（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

－ 50 －
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損　益　計　算　書
( 平成

平成
25
26

年
年

４
３

月
月

１
31

日
日

から
まで )

（単位：百万円）
科 目 金 額

営 業 収 益 630

関 係 会 社 受 取 配 当 金 137

経 営 指 導 料 493

そ の 他 の 営 業 収 益 0

営 業 費 用 482

販 売 費 ・ 一 般 管 理 費 482

営 業 利 益 147

営 業 外 収 益 32

営 業 外 費 用 18

経 常 利 益 161

特 別 利 益 3

投 資 有 価 証 券 売 却 益 3
新 株 予 約 権 戻 入 益 0

税 引 前 当 期 純 利 益 165

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 15

法 人 税 等 調 整 額 △3 11

当 期 純 利 益 153
（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

－ 51 －

損益計算書



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類
等

監
査
報
告

2014/05/22 16:18:27 / 13981190_株式会社マネーパートナーズグループ_招集通知（Ｃ）

株主資本等変動計算書
( 平成

平成
25
26

年
年

４
３

月
月

１
31

日
日

から
まで )

（単位：百万円）

株 主 資 本
評価・換算

差 額 等

新 株 予 約 権 純 資 産 合 計

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計

その他有価証
券評価差額金資 本 準 備 金

そ の 他 利 益
剰 余 金
繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 1,786 1,862 1,220 △860 4,009 5 5 4,020

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 6 6 13 13

剰 余 金 の 配 当 △120 △120 △120

当 期 純 利 益 153 153 153

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) 0 1 1

当 期 変 動 額 合 計 6 6 32 － 46 0 1 48

当 期 末 残 高 1,793 1,869 1,253 △860 4,056 5 7 4,068
（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

－ 52 －
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個別注記表
　当社の計算書類は、「会社計算規則」（平成18年法務省令第13号）に準拠して作成しております。
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴　資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
①　満期保有目的の債券 　償却原価法を採用しております。
②　子会社株式 　移動平均法による原価法を採用しております。
③　その他有価証券

市場価格のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直
入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用し
ております。

市場価格のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資（金

融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）に
ついては、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な
最近の決算書を基礎にし、持分相当額を純額で取り込む方法によ
っております。

⑵　固定資産の減価償却の方法
無形固定資産 定額法を採用しております。

⑶　引当金の計上基準
賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年

度負担額を計上しております。
⑷　その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
　①　消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっておりま

す。
　②　連結納税制度の採用 連結納税制度を採用しております。

２．貸借対照表に関する注記
⑴　保証債務

連結子会社である株式会社マネーパートナーズの外国為替証拠金取引に関連して生じる債務に関し、
金融機関が行っている支払承諾に対して、連帯保証（極度額6,500百万円）を行っております。なお、
当期末の保証債務残高はありません。

⑵　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）
　　短期金銭債権 333百万円
　　短期金銭債務 0百万円

－ 53 －
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３．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

　営業取引による取引高
　　営業収益 630百万円
　　営業費用 36百万円

４．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
　　普通株式 2,002,300株

５．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　繰延税金資産
未払事業税 0百万円
賞与引当金 4百万円
投資有価証券 3百万円
繰越欠損金 8百万円
その他 0百万円

　繰延税金資産小計 18百万円
　評価性引当額 △8百万円
　繰延税金資産合計 9百万円
　繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △3百万円
　繰延税金負債合計 △3百万円
　繰延税金資産の純額 6百万円

－ 54 －
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６．関連当事者との取引に関する注記
⑴　子会社及び関連会社等

種類 会社等の名称 議決権等の所有
(被所有)割合

関連当事者との
関係 取引の内容 取引金額

(百万円) 科目 期末残高
(百万円)

子会社 株式会社マネーパートナーズ 所 有
直接 100.0%

出 資
役 員 の 兼 任

経営指導料 490 未 収 収 益 42

受取配当金 137 － －

事務所及び設備の
貸借 36 前 払 費 用 2

未 払 金 0

資金の貸付 500 － －

貸付利息 0 － －

連結納税による個
別帰属額 － 未 収 入 金 285

債務保証(注3) 6,500 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．取引条件については、市場価格等を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。

２．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。
３．外国為替証拠金取引に関連して生じる債務に関し、金融機関が行っている支払承諾に対して連帯保証

を行っております。なお、保証料の受取りはありません。また、取引金額は極度額を記載しておりま
す。

⑵　役員及び個人主要株主等
種類 氏名 議決権等の所有

(被所有)割合
関連当事者との
関係 取引の内容 取引金額

(百万円) 科目 期末残高
(百万円)

役員 白 水 克 紀 被所有
直接 0.2% 当社取締役 ストック・オプショ

ンの権利行使 9 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）上記「ストック・オプションの権利行使」取引は、平成18年２月13日開催の取締役会の決議により発行

した新株予約権の当事業年度における権利行使を記載しております。

７．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 134円40銭
１株当たり当期純利益 5円09銭

(注)当社は、平成25年10月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。当事業年度
の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり当期純利益を算定しております。

－ 55 －
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連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

平成26年５月８日
株式会社マネーパートナーズグループ

取締役会　御中
有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 吉 　 田 　 波 也 人 ㊞
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 野 根 俊 和 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社マネーパートナーズグループの平成25年
４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損
益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的
な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算
書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討す
ることが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社マネーパートナーズグループ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る
期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 56 －
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

平成26年５月８日
株式会社マネーパートナーズグループ

取締役会　御中
有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 吉 　 田 　 波 也 人 ㊞
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 野 根 俊 和 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社マネーパートナーズグループの平
成25年４月１日から平成26年３月31日までの第10期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びそ

の附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細

書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の
基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施すること
を求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手
続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要
な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告
監　査　報　告　書

当監査役会は、平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第10期事業年度の取締役の職
務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役３名の一致し
た意見として、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
監査役会は、当期の監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果

について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求めました。

各監査役は、監査役会が定めた当期の監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査部
門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、
取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査
いたしました。

また、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式
会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３
項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制
（内部統制システム）について、その構築及び運用の状況を監視及び検証いたしました。加え
て、財務報告に係る内部統制についても、取締役等及び有限責任監査法人トーマツから、当該
内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に
応じて子会社から事業の報告を求め、その業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたし
ました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び
検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための
体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17
年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求
めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、
連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）並びに計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主
資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。
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２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果

一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。

二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は
認められません。

三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内
部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報
告に係る内部統制を含め、特に指摘すべき事項は認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成26年５月15日

株 式 会 社 マ ネ ー パ ー ト ナ ー ズ グ ル ー プ 　 監 査 役 会
常 勤 監 査 役 山 本 壯 兵 ㊞
監 査 役 鈴 木 　 隆 ㊞
監 査 役 澤 　 昭 人 ㊞

（注１）常勤監査役山本壯兵、監査役鈴木隆及び監査役澤昭人は、会社法第２条第16号及び第
335条第３項に定める社外監査役であります。

（注２）常勤監査役平野明は、平成26年２月28日付で監査役を辞任いたしましたので、本監査報
告書に署名捺印は致しておりません。

以　上
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期末配当　　　中間配当　　　第10期期末配当（予定）

8

0

2

4

6

第7期 第8期 第9期 第10期
(当期）

4.5円

1円

1円

2.5円

1円
0円 3円

4円
5.5円

3.5円

1円

7円

株価の推移（平成25年4月1日〜平成26年3月31日）

所有者別株式分布

個人・その他
36.25％

その他国内法人
27.97％

金融機関
6.00％

金融商品取引業者
12.29％

外国法人等
11.28％

自己名義株式
6.21％

事 業 年 度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
定 時 株 主 総 会 毎年6月
上 記 基 準 日 3月31日

その他基準日を定める場合は、あらかじめ公告
します。

公 告 方 法 電子公告　
http://www.moneypartners-group.co.jp/
ただし、やむを得ない事由により電子公告をす
ることができない場合は、日本経済新聞に掲載
します。

株 主 名 簿 管 理 人 三菱UFJ信託銀行株式会社
同 連 絡 先 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

〒137-8081 
東京都江東区東砂七丁目10番11号

® 0120-232-711（通話料無料）

（ご注意）
未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

株式数
（百株）

株主数
( 名 )

■ 個人・その他 116,801 5,284
■ その他国内法人 90,113 42
■ 金融機関 19,346 17
■ 外国法人等 36,331 44
■ 金融商品取引業者 39,611 24
■ 自己名義株式 20,023 1

株価の推移（週足）
（円）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
200

300

400

500

平成25年 平成26年

アドレスはこちら
http://www.moneypartners-group.co.jp/

当社ホームページでは企業情報や財務情報をはじめとした最新情
報がご覧いただけます。

株式情報

配当金推移 株主メモ

ホームページのご案内

※ 平成25年10月1日付で普通株式1株につき100株の分割を行っております。  
分割実施前の株価につきましては分割後の値に調整しております。

※ 発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）

※ 平成25年10月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。第10期中間まで
の配当金は第7期の期首に当該株式分割が行われたものと仮定した配当金額を記載しております。

60



4月 5月 6月 7月 8月 9月
10月 11月 12月 1月

2013

2014 2月 3月

〈当期の取り組み〉
5/28　東京証券取引所市場第一部銘柄に指定
2012年5月にFX専業もしくはFXを主力業務とする証券会社
として東京証券取引所市場第二部に初の上場を果たし、
2013年5月に市場第一部銘柄に指定されました。

12/17　『HyperSpeed』のバージョンアップ！
発注系機能やパラメータ設定機能を改善いたしました。

1/25 および 3/22
『HyperSpeed NEXT』バージョンアップ！
お客様からの要望にお応えし、取引環境を改善いたしました。

6/28　「パートナーズFXnano（ナノ）」の
1回の最大発注数量が10万通貨に拡大！
1回当たりの最大発注数量が従来の1万通貨から10万
通貨へ変更になりました。また、1日当たりの取引数量上
限（新規）も2,000万通貨まで拡大いたしました。

2/27　「Manepa Card」サービス開始決定
国内のFX専業会社で初めてMasterCard®のカード発行ライセ
ンスを取得し、個人のお客様を対象とした海外利用専用のトラベ
ルプリペイドカードである「Manepa Card」（マネパカード）の発
行を、本年7月を目途（予定）に開始することを決定いたしました。

3/15　
CFD-Metals（金・銀取引）版

『クイック発注ボード実装』
当社のCFD-Metalsの取引ツールに

『クイック発注ボード』を追加いたしました。

3/14　モータースポーツSUPER GT300
「Team JLOC」の公式スポンサーに！
マネーパートナーズは、2012年、2013年度に引き
続き、2014年度もSUPER GT300「Team JLOC」
所属の88号車「マネパランボルギーニGT3」の公式
スポンサーを継続することになりました。

6/24　100円からの本格FX
「パートナーズFXnano（ナノ）」がリニューアル
「パートナーズFXnano（ナノ）」が、パソコン取引ツール
「クイック発注ボード」で取引できるようになりました。

TOPICS

7/22・7/30　『HyperSpeed Touch nano』公開！
「パートナーズFXnano（ナノ）」対応のスマートフォン用FX取引アプリ
『HyperSpeed Touch nano』Android版（7/22）とiOS版（7/30）
の公開を開始いたしました。

7/6　「外貨両替・受取サービス」の受取拠点追加！（羽田）
2011年3月、成田空港にて開始し、翌年に関西国際空港でも
受取可能となった「外貨両替・受取サービス」の受取拠点として、
羽田空港を追加いたしました。

7/27　「外貨両替・受取サービス」の受取拠点追加！
（セントレア）
羽田空港に続き、「外貨両替・受取サービス」の受取拠点として、
中部国際空港（愛称：セントレア）を追加いたしました。
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日本最安の外貨両替

マネーパートナーズのサービスご紹介

カード
マネーパートナーズなら、銀行窓口や外貨
ショップと比較して両替手数料が最大約
98％お得！国内主要空港で出発時に外貨
現金を受取ることができます。

マ ネ ー パ ー ト ナ ー ズ は、 国 内 のFX専 業 会 社 で 初 め て
MasterCard®のカード発行ライセンスを取得し、個人のお
客様を対象とした海外利用専用のトラベルプリペイドカー
ドである「Manepa Card」（マネパカード）の発行を、本
年7月を目途（予定）に開始いたします。

新サービスの
マネパカード！
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定時株主総会会場ご案内図

※駐車場の用意はいたしておりませんので、お車での来場はご遠慮くださいますようお願い申しあげます。

東京都千代田区神田美土代町7番地　住友不動産神田ビル　
ベルサール神田　2階ホール　TEL 03-5281-2030（代表）

会場

交通

●JR線「神田駅」　北口出口　徒歩6分
●銀座線「神田駅」　4番出口　徒歩6分
●千代田線「新御茶ノ水駅」　B6出口　徒歩2分
●新宿線「小川町駅」　B6出口　徒歩2分
●丸ノ内線「淡路町駅」　B6出口　徒歩2分
●半蔵門線、丸ノ内線、東西線、三田線、千代田線「大手町駅」　C1出口　徒歩8分

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

住友不動産神田ビル
ベルサール神田




